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１ 大学の概要 

１ 現況 

(1) 大学の名称  三重県立看護大学 

(2) 所 在 地  津市夢が丘１丁目１番地１ 

(3) 役員の状況

理事長（学長）  片田 範子 

理事数 ７名（理事長、副理事長含む） 

監事数 ２名  

(4) 学部等の構成

 看護学部看護学科 

看護学研究科看護学専攻［修士課程］ 

(5) 学生数及び教職員数（Ｒ７．４．２５現在）

学 生 数 ４０９名 

大学院生数 ２７名 

教 員 数 ５１名 

職 員 数    １７名 

２ 大学の基本的な目標 

(1) 質の高い教育・研究の実践

新型コロナウイルス感染症を契機として保健医療ニーズの更なる多様化が見込まれ

る中、地域の特性を的確に捉えて、看護を実践できる人材の育成に取り組んでいきます。

また、地域に根差した看護学の教育・研究拠点として、県内の保健・医療・福祉の向上

と学術研究の発展に寄与するとともに、社会のニーズをふまえた研究活動を推進し、そ

の成果を社会・地域へ還元していきます。 

(2) 社会貢献・地域連携の推進

本学の資源・資産を有効に活用し、教育と研究の両面から、県内の医療機関、市町及

び地域住民等との連携のもとに、地域の看護職者のスキルアップや県民の健康に関する

意識の向上に取り組みます。また、多様な主体との連携のもと、教育研究活動を推進し、

地域の保健・医療・福祉の向上につなげていきます。 

(3) 的確な業務運営、大学教育の質保証

社会の変革に対応した大学の教育研究活動を効果的に実施していくため、業務運営を

的確に行います。また、本学の教育理念・教育目標を達成し、教育の質を保証するため、

自己点検・評価を毎年実施するとともに、第三者評価や法令に基づく監査及び法人独自

に行う監査を実施し、これらの結果を教育研究活動や業務運営の改善に活用していきま

す。  
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２ 全体の総括 

ⅰ 項目別の見込評価結果を踏まえた総括 

 令和３年度から８年度は、地方独立行政法人である公立大学法人三重県立看護大学（以下「法人」という。）が本学を運営した三期目の中期目標期間にあたり、法人に

は、第二期に引き続きその制度を十分に活用し、自主性・自律性を十分発揮した大学運営を行い、中期目標を達成することが求められた。そのため、大学の基本的な目標

として「質の高い教育・研究の実践」、「社会貢献・地域連携の推進」、「的確な業務運営、大学教育の質保証」を掲げながら、多くの面で法人化の特長を活かして、独自性

の高い取組を行い、大学運営に全教職員が一丸となって積極的に取り組んできた。また、大学の中心的機能である教育と研究の活動においてはもちろんのこと、県立の大

学として重要な使命のひとつである「地域貢献」に積極的に取り組み、多くの成果をあげることができた。 

 しかしながら、依然として次のような解決すべき課題が残っており、中期計画の残期間において、引き続き克服・解決をめざしたい。 

（１）県内就職率については、第三期中期計画期間において高い目標を掲げ、高大社接続事業の実施や就職支援における県内病院との連携により、概ね目標を達成してい

るが、安定して目標を達成するため、県や医療機関との更なる連携の強化が必要である。 

（２）看護学研究科修士課程の学位取得者について、安定して目標を達成するため、入学者の確保や研究環境の更なる充実に取り組む必要がある。 

ⅱ 重点的な取組及び特筆すべき取組 

 第三期中期目標・中期計画の主要な項目において、以下のような特色ある取組を行った。 

（教育内容に関する項目） 

・令和４年度にディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーを改正し、これに基づく改正カリキュラムを令和４年度から開始して適切に実施した。同カリキ

ュラムでは「三重を知ろうⅠ」、「三重を知ろうⅡ」を開講し、知事講話やフィールドワーク等を通じて、三重の魅力と暮らしを知り、理解する機会を提供した。 

・優秀な県内出身学生を確保するため、選抜区分と学力検査内容、出願要件を中心とした入学者選抜方法の改革を随時検討し、これらを踏まえた新たな入学者

選抜試験を令和６年度に適切に実施した。

・ディプロマポリシーの到達度を測定するための「学修成果アンケート」や学生及び教員相互による授業評価を継続して実施し、教育の質保証に努めた。

・全教員が学生の相談に対応する「チューター制度」や「学生相談制度」を設けて、学修指導や就職、国家試験対策等への支援をきめ細かく行った。

・新型コロナウイルス感染症の拡大期間中は、オンラインによる授業や学内実習に切り替えることで教育を継続した。また、ワクチン接種やＰＣＲ検査の結果

を実習先機関に提示して可能な限り臨地での実習を実施するなど適切に対応し、学生の学修機会を確保した。

・タイ王国マヒドン大学との国際交流協定を更新し、新型コロナウイルス感染症の影響で中断していた学生の相互受け入れを、令和６年度から再開した。また、

英国グラスゴー大学との国際交流協定終了に伴い、令和６年度にアメリカ合衆国、タイ王国での看護研修を「国際看護学実習Ⅱ」として開始した。

・看護学研究科の入学生の確保に向け、オープンゼミや病院訪問等を通じて周知に努めるとともに、学内推薦で進学する学部生の入学料を免除することとした。 

・看護学研究科におけるディプロマポリシーの到達度を測定するために「学修成果ルーブリック評価」を導入し、評価を行った。

・看護学研究科において遠隔授業を取り入れ、働きながら就学している大学院生の学びを支援した。
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（研究に関する項目） 

（社会・地域貢献等に関する項目） 

（大学運営に係る環境整備に関する項目） 

（的確な業務運営の実施および業務改善に関する項目） 

・県内の保健・医療・福祉の向上に貢献できるよう、県内の医療機関等と連携して、大学主催の公開講座の開催、地域の講座や出前授業への講師派遣などに取

り組んだ。

・感染症に関する専門的な知識と技術を持つ感染管理認定看護師を養成する認定看護師教育課程「感染管理」を、特定行為研修指定研修機関である三重大学医

学部附属病院と共同して開講し、54名の修了生を輩出した。

・臨床能力に優れた質の高い看護職者の教育・育成について連携・協力することを目的とした連携協力協定を新たに２病院と締結した。また、各病院の看護管

理者と意見交換を行い、共同研究の推進や公開講座の共催を通じた連携の強化に繋げた。

・県内病院の看護管理者との意見交換会を実施し、連携を深めるとともに、地域の医療機関のニーズの把握に努めた。

・大学改革推進等補助金の採択を受けて、実習棟に動画収録遠隔配信システムやシミュレーション病室を整備するなど、学修環境の整備に務めた。 

・学生が健康面や生活面で安心して学生生活を過ごせるよう、多層的な学生生活支援体制のもとで教職員がきめ細かく対応した。

・学生、教職員それぞれにハラスメント防止研修会を実施してハラスメントに対する意識向上を図るとともに、相談しやすい環境づくりに取り組んだ。

・リスク管理委員会を随時開催し、新型コロナウイルス感染症への対応や大規模地震に備えた防災訓練を実施するなど、幅広く大学のリスク管理に努めた。 

・理事長の諮問機関として大学戦略会議を設置し、大学の将来構想や直面する喫緊の課題への対応について検討した。 

・教員活動評価・支援制度や研修制度を通じて教員の人材育成に取り組んだ。 

・法人固有職員を対象とした研修を充実させ、将来の法人運営の中核を担う人材の育成に取り組んだ。 

・地域の医療機関における看護研究を支援するための各種研修会の開催などに取り組んだ。また、研究の活性化を図るため、連携協力協定病院との人事交流な

どの連携強化や、令和７年度から開始する共同研究の準備を進めた。 

・競争的研究資金の獲得のため、教員相互の研究支援の仕組みを継続するとともに、研究資金獲得のための研修会を開催した。 

・研究倫理審査規程等を随時見直しながら、迅速かつ適切に研究倫理審査を実施するとともに、研究インテグリティに関する研修を実施して研究倫理の堅持と

透明性の確保に務めた。 
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（財務内容の改善に関する項目） 

（大学教育の質保証および情報の公開・発信に関する項目） 

ⅲ 目標に対して未達成の取組とその対応 

県内就職率や修士学位取得者数など、いくつかの数値目標については年度によって達成が難しいと見込まれるものがある。 

 これらについては、その背景となる情勢や実際の取組の経緯などを鑑み、それぞれについて考察を加えると、第三期中期目標期間全体としては、中期目標の達成状況は

良好であり、めざした内容は実質的に達成できたものと考える。 

なお、具体的考察の内容については、それぞれの項目に記載する。 

・認定看護師教育課程の開講や地域交流センター事業の実施、施設貸出などにより自己収入の確保に努めた。 

・環境マネジメントシステムの運用を通じて経費節減に努めるとともに、施設の長寿命化計画に基づいて大学施設の適切な維持管理を行った。 

・外部評価として、三重県公立大学法人評価委員会による法人評価及び看護学教育分野別評価である一般財団法人看護学教育評価機構の評価を受審するととも

に、中長期監査計画に基づく内部監査を実施し、大学教育の質保証に努めた。 

・本学広報紙やホームページなど広報媒体の特性を活かして、本学の教育活動について分かりやすく情報発信するとともに、イメージアップに取り組んだ。 
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３ 業務実績 

Ⅰ大学の教育研究の向上に関する項目 
  第１ 教育に関する項目 

法人見込評価 

Ａ 

法人による総括 

①自己評価の根拠 

自己評価については、中期計画に掲げた項目を概ね達成できたことから、「Ａ」とした。 

 教育課程・教育方法・内容の充実を図るため、ディプロマポリシー、カリキュラムポリシーを見直し、令和４年度から新カリキュラムの運用を開始し、公正な成績評価に努めた。ま

た、入学者の確保のため入試改革を行った。 

 学修成果の把握や授業の点検・評価、FD活動の継続的な実施を通して、教育の質保証に努めるとともに、学生に対しては、小規模な単科大学の特徴を活かして、学修支援や就職支援

など様々な場面できめ細かな支援を行った。 

 看護学研究科におけるディプロマポリシーの到達度を測定するために「学修成果ルーブリック評価」を導入するとともに、公正な成績評価に努めた。また、遠隔授業を積極的に取り

入れたほか、中間審査回数を増やすなどして、働きながら就学する大学院生の就学環境の支援に取り組んだ。 

②重点的な取組及び特筆すべき取組 

（１）令和４年度にディプロマポリシー及びかカリキュラムポリシーを改正し、これに基づく改正カリキュラムを令和４年度から開始して適切に実施した。同カリキュラムでは「三重

を知ろうⅠ」及び「三重を知ろうⅡ」を開講し、知事講話やフィールドワーク等を通じて、三重の魅力と暮らしを知り、理解する機会を提供した。 

（２）優秀な県内出身学生を確保するため、選抜区分と学力検査内容、出願要件を中心とした入学者選抜方法の改革を随時検討し、これらを踏まえた新たな入学者選抜試験を令和６年

度に適切に実施した。 

（３）県内高校生を対象に、看護職についての理解を深め、キャリア形成を考える一助となるよう、「一日みかん大生」や「出前授業」を継続して実施した。 

（４）ディプロマポリシーの到達度を測定するための「学修成果アンケート」や学生及び教員相互による授業評価を継続して実施し、教育の質保証に努めた。 

（５）研究・教育コロキウムを教員の研究成果、看護過程に関する教授方法、臨地実習に関する教授方法をテーマに実施した。 

（６）全教員が学生の相談に対応する「チューター制度」や「学生相談制度」を設けて、学修指導や就職、国家試験対策等への支援をきめ細かく行った。 

年度評価結果 

３ ４ ５ ６ 

おおむね計画 

どおり実施 

おおむね計画 

どおり実施 

おおむね計画 

どおり実施 
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（７）新型コロナウイルス感染症の拡大期間中は、オンラインによる授業や学内実習に切り替えることで教育を継続した。また、ワクチン接種やＰＣＲ検査の結果を実習先機関に提示

して可能な限り臨地での実習を実施するなど適切に対応し、学生の学修機会を確保した。 

（８）タイ王国マヒドン大学との国際交流協定を更新し、新型コロナウイルス感染症の影響で中断していた学生の相互受け入れを、令和６年度から再開した。また、英国グラスゴー大

学との国際交流協定終了に伴い、令和６年度にアメリカ合衆国、タイ王国での看護研修を「国際看護学実習Ⅱ」として開始した。 

（９）看護学研究科の入学生の確保に向け、オープンゼミや病院訪問等を通じて周知に努めるとともに、学内推薦で進学する学部生の入学料を免除することとした。 

（10）看護学研究科におけるディプロマポリシーの到達度を測定するために「学修成果ルーブリック評価」を導入し、評価を行った。 

（11）看護学研究科において遠隔授業を取り入れ、働きながら就学している大学院生の学びを支援した。 

（12）看護学研究科において研究計画を審査する中間審査を年４回に増やし、大学院生の研究遂行を支援した。 

（13）博士後期課程の設置に向け、学内に設けた博士後期課程検討会議において継続して検討を進めた。 

③目標に対して不十分な取組及び未達成の取組 

（１）県内就職率が目標を下回る年度があった（目標値55.0％） 

  県や医療機関との更なる連携を通して、学生に県内医療機関の魅力を伝える機会を確保しながら、就職に関する相談・支援を積極的に行う必要がある。 

（２）修士学位取得者数が目標を下回る年度があった（目標値８人） 

  看護学研究科の定員充足率を高めるために入学者の確保に務めるとともに、研究環境の更なる充実に取り組む必要がある。 

認証評価機関による評価 

評価の結果、貴大学は本協会（大学基準協会）の大学基準に適合していると認定する。 

【改善課題】 
・学習成果の把握 
研究科では、試験、レポート及び授業中のプレゼンテーションなどを総合した成績評価をもとに学習成果を把握することとしているが、科目ごとの評価にとどまっており、必ずし

も十分な把握・評価方法とはいえないため、学位授与方針に示した学習成果を把握・評価する方法や指標を定め、適切に測定するよう改善が求められる 

≪改善報告書検討結果≫ 
  学位授与方針に示した学習成果を適切に測定する方法として、「看護学研究科の学修成果ルーブリック」を策定し、学位授与方針の項目ごとに評価する学習成果とその評価基準を
定め、大学院生自身による評価及び教員による評価を行っている。また、学位授与方針において、コース別に修得すべき学習成果を示していることから、修士課程共通のルーブリッ
クに加え、コース別のルーブリックを策定している。くわえて、入学時、年度末、修了時に評価を行う運用とし、経年的に学習成果を測定・把握できる体制を整えている。 

  以上のことから、学位授与方針に示した学習成果を把握・評価する方法や指標を定め、適切に測定しており、改善が認められる。 

6



3 4 5 6 中期計画の実施状況

21101 ＜適切な選抜の実施＞
　看護職をめざす優秀な学生を確保
するため、教育理念に基づいたアド
ミッションポリシーを明確に示し、
多様な媒体、機会を利用して発信し
ます。また、十分な基礎学力を備え
強い修学意欲を持ち、将来、看護職
者として社会や地域で活躍できる資
質を持った入学生を確保するため、
これまでの入学者選抜結果の分析・
検証結果を活かし、選抜試験を実施
します。

◎ → → →

【４年間の実績】
　アドミッションポリシーに基づき、入学者選抜関連情報を入試説明会や
オープンキャンパスの場において適切に発信した。特に新型コロナウイルス
感染症が拡大した令和３年度と４年度には、従来は対面で実施していた入試
説明会とオープンキャンパスをオンラインの手段を活用しながら実施すると
ともに、十分な感染対策を行ったうえで、入学者選抜試験と追試験をそれぞ
れ適切に実施した。
　入学者選抜制度については、選抜区分と学力検査内容、出願要件を中心に
随時検討し、これらを踏まえた新たな入学者選抜を令和６年度に十分な準備
のもとに適切に実施した。
 
【今後取組予定】
　令和６年度から実施している新たな入学者選抜制度について、その周知に
引き続き努める。また、これまでの入学者選抜結果を点検し、より適切な実
施体制構築のための検討を行う。

21102 ＜高大接続の拡大＞
　地域に貢献する看護職者の育成に
向けて、本学への進学を希望する県
内高校生や入学予定者を対象とした
高大接続事業を、県教育委員会や県
内高等学校、県内医療機関等と連携
して実施します。これを通じ、基礎
学力と看護職についての理解を備え
た、意欲ある学生を確保することを
目指します。

◎ → → →

【４年間の実績】
　地域に貢献する看護職者の育成に向けて、高大接続事業を実施した。キャ
リアデザイン講座（出前授業・一日みかんだい生）を着実に実施し、その都
度評価・検討を行い、内容の充実を図りながら実施した。新型コロナウイル
ス感染症の拡大により一時中断した「高校生のためのオープンクラス」は、
令和６年度に再開した。また、特別選抜入試の合格者を対象とした入学準備
教育も、継続的に取り組んだ。
 
【今後取組予定】
　事業を着実に実施するとともに、評価しながら取組を進める。高校訪問を
実施するとともに、県教育委員会との連携の在り方を検討する。

中期目標 番号 中期計画
中期計画の実施状況

１　教育に関する目標
　(1)教育内容に関する目標
　　①学生の確保
　　　ア　学部

〔〇：準備、◎：実施〕7



3 4 5 6 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

中期計画の実施状況

１　教育に関する目標
　(1)教育内容に関する目標
　　①学生の確保
　　　イ　研究科

21103 ＜適切な選抜の実施＞
　将来の看護分野における高度な実
践者、教育者、研究者を確保するた
め、研究科のアドミッションポリ
シーを明確に示し、インターネット
等の活用など様々な機会を利用し発
信します。また、看護の専門知識と
技術を持ち、より高度な専門性の修
得や国内外で活躍する意欲と適性を
有する入学生を確保するため、県内
医療機関等と連携し、現役看護職に
対する情報提供等に取り組みます。

◎ → → →

【４年間の実績】
　インターネットなどを使った情報発信や現役看護職者に対する情報提供を
行い、大学院入学者の確保に努めた。
　学部のオープンキャンパスに合わせて、大学院のオープンゼミを開始し、
大学院のカリキュラムや入試情報を提示するとともに、具体的な入学行動に
つながるよう教員との直接面談の機会を設けた。
　学内推薦入試の入学者に対する入学料免除について、令和５年度に規程を
改正し、令和６年度から適用した。
　医療機関に勤務する進学希望者に対して入試時期をわかりやすくするた
め、一次・二次募集という名称から、夏期・冬期募集に変更し、特に連携協
力協定病院には機関長推薦の入試制度についてパンプレットの配布等を通じ
て、その周知に努めた。
 
【今後取組予定】
　ホームページの充実や県内医療関係者、学部生などへの直接的な働きかけ
を行いつつ、より効果のある広報活動を検討し、実施する。

１　教育に関する目標
　(1)教育内容に関する目標
　　②教育課程および教育
　　　内容の充実
　　　ア　学部

21104 ＜教育課程・教育方法・内容の充実
＞
　県内医療機関や行政機関等の協力
を得ながら、カリキュラムポリシー
に基づき、全学生に対して看護師・
保健師の両国家試験受験資格を得る
ことができる、幅広く質の高い教育
を提供します。また、教育課程の評
価を実施し、より適切な教育課程に
改善・編成するとともに、大学での
学修に必要な知識や理解力・コミュ
ニケーション能力、臨床実践能力等
の看護職者として備えるべき基礎的
能力を身につけるための教育を充実
します。さらに、看護職者として長
期的なビジョンを持てるようにキャ
リアデザイン教育にも取り組むほ
か、国際的な視野の養成のため、海
外の大学等との国際交流を促進しま
す。

◎ → → →

【４年間の実績】
　令和４年度改正カリキュラムについては、令和３年５月に文部科学省に変
更を申請して認可を得た。令和３年度には、日本看護学教育評価機構の評価
（看護学分野）を受審し、評価基準に適合しているとの評価を受けた。令和
４年度改正カリキュラムにおいてフィールドワークや知事講話が特徴として
あげられる「三重を知ろうⅠ・Ⅱ」を開講した。
　新型コロナウイルス感染症がまん延した時期には、自宅待機の学生に対応
できるよう対面とオンラインを併用した授業を行った。また、欠席の特例措
置や成績評価の取り扱い等について、学生および教員間で共有し学生に不利
益が生じないようにした。臨地実習については、各施設の受け入れ条件に応
じて実習を実施した。臨地実習が中止になったときは、学内実習やオンライ
ン実習に切り替えることにより教育を継続した。
　学修成果評価は、ディプロマポリシーに対して複数の質問項目を設定した
「学修成果アンケート」により、在学生（２～４年生）および学生の就職先
である県内医療機関に対して行った。在学生に対して行った学修成果アン
ケートでは、各評価項目は学年が上がるにつれて上昇する傾向が示された。
　国際看護実習Ⅰ・Ⅱは、新型コロナウイルス感染症がまん延した令和３年
度～５年度において臨地での実習は中止とした。国際看護実習Ⅱとして実施
していた英国のグラスゴー大学との国際交流協定は、令和５年度の同大学か
らの申し出により再締結には至らなかった。タイ王国マヒドン大学との交流
協定は、令和５年度に同大学との国際交流協定を更新し、令和６年度にマヒ
ドン大学での国際看護実習Ⅰを再開した。令和６年度に、旅行会社の学生看
護研修を活用した国際看護実習Ⅱ（履修者５名）をアメリカ合衆国とタイ王
国において実施した。

　マヒドン大学からの受け入れも令和６年度に再開し、３名のマヒドン大生
を受け入れた。加えて、マヒドン大学との協定内容を見直し、令和７年度以
降はマヒドン大学からの学生の受け入れ定員を従来の３名から４名に増員し
て研修期間も従来の２週間から４週間に延長するとともに、マヒドン大学で
の本学学生の受け入れは国際看護実習Ⅰとは別枠で、最大で４名２週間の研
修が可能となった。
　本学学生を先方の大学に派遣できなかった期間中は、学生に学内外におけ
る国際交流の機会を提供することにより本学の国際交流を展開した。
 
【今後取組予定】
　令和４年度改正カリキュラムが完成年度を迎えることから、学習成果アン
ケートの結果なども踏まえて、その評価を実施する。
　国際看護実習Ⅰ、Ⅱを適切に実施するとともに、新規の国際交流協定の締
結に向けて欧米の大学を中心にその候補を探る。
　交流協定を締結しているマヒドン大学との交流については、相互に受け入
れ枠を拡大し、内容の充実を図りながら継続して実施する。

〔〇：準備、◎：実施〕8



3 4 5 6 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

中期計画の実施状況

21105 ＜公正な成績評価の実施＞
　ディプロマポリシーに基づき、各
科目の成績評価基準を学生に明確に
示し、シラバスやホームページ等で
公表するとともに、基準に基づき、
厳正に単位認定を行います。

◎ → → →

【４年間の実績】
　毎年度４月の新入生オリエンテーションや在校生ガイダンス時に履修に関
わる先修科目条件、進級判定条件等を説明した。入学年度によって適用され
るカリキュラムにあわせてシラバスを作成し、学生に周知するとともにHPで
公開した。
　ルーブリックを用いた評価については、科目特性に応じて導入する科目を
増やした。
　IT化の進行に伴い、試験等の不正行為が多様化している状況に対応できる
よう「試験および成績評価実施要項」に不正に当たる行為を具体的に示し
た。また、学生に対しては、不正行為を理解しやすいように冊子「試験等に
おける不正防止ハンドブック」を作成し、全学生に配付するとともに、ガイ
ダンス時に説明した。
 
【今後取組予定】
　各科目の成績評価基準や先修科目条件、進級判定条件をオリエンテーショ
ンやガイダンス、ならびにシラバスを通して明確に示し、各科目の評価基準
に基づき、厳正に評価して単位を認定する。

【４年間の実績】
　令和４年度改正カリキュラムについては、令和３年５月に文部科学省に変
更を申請して認可を得た。令和３年度には、日本看護学教育評価機構の評価
（看護学分野）を受審し、評価基準に適合しているとの評価を受けた。令和
４年度改正カリキュラムにおいてフィールドワークや知事講話が特徴として
あげられる「三重を知ろうⅠ・Ⅱ」を開講した。
　新型コロナウイルス感染症がまん延した時期には、自宅待機の学生に対応
できるよう対面とオンラインを併用した授業を行った。また、欠席の特例措
置や成績評価の取り扱い等について、学生および教員間で共有し学生に不利
益が生じないようにした。臨地実習については、各施設の受け入れ条件に応
じて実習を実施した。臨地実習が中止になったときは、学内実習やオンライ
ン実習に切り替えることにより教育を継続した。
　学修成果評価は、ディプロマポリシーに対して複数の質問項目を設定した
「学修成果アンケート」により、在学生（２～４年生）および学生の就職先
である県内医療機関に対して行った。在学生に対して行った学修成果アン
ケートでは、各評価項目は学年が上がるにつれて上昇する傾向が示された。
　国際看護実習Ⅰ・Ⅱは、新型コロナウイルス感染症がまん延した令和３年
度～５年度において臨地での実習は中止とした。国際看護実習Ⅱとして実施
していた英国のグラスゴー大学との国際交流協定は、令和５年度の同大学か
らの申し出により再締結には至らなかった。タイ王国マヒドン大学との交流
協定は、令和５年度に同大学との国際交流協定を更新し、令和６年度にマヒ
ドン大学での国際看護実習Ⅰを再開した。令和６年度に、旅行会社の学生看
護研修を活用した国際看護実習Ⅱ（履修者５名）をアメリカ合衆国とタイ王
国において実施した。

　マヒドン大学からの受け入れも令和６年度に再開し、３名のマヒドン大生
を受け入れた。加えて、マヒドン大学との協定内容を見直し、令和７年度以
降はマヒドン大学からの学生の受け入れ定員を従来の３名から４名に増員し
て研修期間も従来の２週間から４週間に延長するとともに、マヒドン大学で
の本学学生の受け入れは国際看護実習Ⅰとは別枠で、最大で４名２週間の研
修が可能となった。
　本学学生を先方の大学に派遣できなかった期間中は、学生に学内外におけ
る国際交流の機会を提供することにより本学の国際交流を展開した。
 
【今後取組予定】
　令和４年度改正カリキュラムが完成年度を迎えることから、学習成果アン
ケートの結果なども踏まえて、その評価を実施する。
　国際看護実習Ⅰ、Ⅱを適切に実施するとともに、新規の国際交流協定の締
結に向けて欧米の大学を中心にその候補を探る。
　交流協定を締結しているマヒドン大学との交流については、相互に受け入
れ枠を拡大し、内容の充実を図りながら継続して実施する。

〔〇：準備、◎：実施〕9



3 4 5 6 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

中期計画の実施状況

21106 ＜教育課程・教育方法・内容の充実
＞
　研究科の教育課程を評価すること
により、より適切な教育課程に改
善・編成し、質の高い教育プログラ
ムを提供して、看護専門職者の育成
を行います。

◎ → → →

【４年間の実績】
　新型コロナウイルス感染症対応のため取り入れた遠隔授業は、大学院生の
授業評価アンケートから遠隔授業の利点（仕事が続けられた、大学へ行き来
する時間を有効に学習に活用できるなど）があげられ、働きながら学んでい
る大学院生からは好評であったため、引き続き講義形態の一つとして積極的
に取り入れた。科目の目的や教育効果の点から同じ科目であっても一部を対
面授業にするなど、学生の利便性だけでなく、教育効果の点から適切な方法
を取って授業を進めた。
　中間審査は受審機会を年２回から年４回に増やしたことで、大学院生の研
究計画の遂行が容易となった。
　博士後期課程の設置に向けて、学内での検討を進めた。
 
【今後取組予定】
　科目目的に応じて対面授業、ライブ配信授業、オンデマンド授業など授業
形態を適切に選択し、受講生の学修効果や利便性を高めた方法で実施する。
また、中間審査は年４回を継続実施し、研究計画の遂行に努める。
　博士後期課程の設置に向けて検討を継続する。

21107 ＜公正な成績評価の実施＞
　ディプロマポリシーに基づき、学
修目標や成績評価基準を学生に明確
に示し、シラバスやホームページ等
で公表するとともに、基準を点検・
評価しつつ、厳正に単位認定を行い
ます。

◎ → → →

【４年間の実績】
 「学位論文審査基準」に基づき、適正に審査を行った。その結果、４年間
で32名（修士論文コース25名、専門看護師コース7名）が学位論文審査およ
び最終試験に合格し、修士課程を修了した。
　ディプロマポリシーの到達度と、大学院生の主体的な学修を促進すること
を目的に「学修成果ルーブリック評価」を策定し、学内ホームページにて公
開した。「学修成果ルーブリック評価」を用いて、入学時、２年次、修了時
に実施し、主体的な学修の促進を図った。
 
 
【今後取組予定】
　「学位論文審査基準」に基づき、学位論文審査及び最終試験を適切に実施
する。
　学修成果ルーブリック評価を継続して運用するとともに、カリキュラムを
評価し、必要な検討を行う。

１　教育に関する目標
　(1)教育内容に関する目標
　　②教育課程および教育
　　　内容の充実
　　　イ　研究科

〔〇：準備、◎：実施〕10



3 4 5 6 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

中期計画の実施状況

21201 ＜授業の点検・評価＞
　教員相互による授業点検・評価、
学生による授業評価の結果等を分析
し、今後の教育内容に活用します。

◎ → → →

【４年間の実績】
　授業の点検評価は、毎年度①教員相互による授業点検評価、②学生による
授業評価、③授業改善等報告書によって実施し、学内ホームページ等におい
て、学生及び教職員にその結果を公表した。
　教員相互による授業点検評について、助教の教育力向上を図るため、助教
が他領域の上位教員の授業に触れる機会を確保するよう制度を改正したほ
か、授業の点検評価方法や教員・学生への周知方法など随時見直しを行っ
た。
 
【今後取組予定】
　教員相互による授業点検評価及び学生による授業評価（授業の振り返りア
ンケートに名称変更）を実施し、授業改善等報告書を教育に活用する取組を
継続する。

21202 ＜研修会等の開催＞
　質の高い教育を実践するため、研
修会等を積極的に開催し、教員の教
育能力向上に努めます。

◎ → → →

【４年間の実績】
　教員の資質向上を図るため、全教員参加による多面的なファカルティ・
ディベロップメント（FD）に取り組んだ。研修活動としては、研究・教育コ
ロキウムを年に３～７回程度、FD研修会を年１〜２回程度開催した。
　大学院教育に必要なFD研修会を毎年開催し、質の高い教育の実践及び教員
の能力向上を図った。研修では、本学が設置をめざす大学院後期課程を視野
に、「地元創成看護学」を採り上げたほか、大学院進学の意義やキャリア形
成、博士後期課程における教育のあり方などについて理解を深めた。
　
 
【今後取組予定】
　各研修会、研究・教育コロキウムについて、テーマ、開催時間帯、開催場
所を検討するとともに、相互研修など研修方法を工夫し、本学の実情にあっ
た体系的なFDのあり方を探求する。
　研究科の教育・研究のニーズへの対応、研究科の発展に向けた研修会を開
催する。

１　教育に関する目標
　(2)教育の質の向上に関する
　　目標

〔〇：準備、◎：実施〕11



3 4 5 6 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

中期計画の実施状況

１　教育に関する目標
　(3)学生支援に関する目標

21301 ＜学習支援＞
　学生の学習相談や指導にきめ細か
く対応できる体制や学生の自主的学
習のための環境の整備、国家試験に
向けた対策の充実に取り組みます。

◎ → → →

【４年間の実績】
　本学が提供している学生支援体制およびその運用について維持向上に努
め、必要に応じて改善に取り組んだ。
　学生相談制度及びチューター制については、年度当初のオリエンテーショ
ンやガイダンス等、様々な機会を利用し周知に努めるとともに、学生がいつ
でも利用でき、満足の得られる学習支援体制の維持に務めた。
　令和３年４月にラーニング・コモンズを設置し、図書館と共に学生が自主
的に学習できる環境を整備した。また、定期試験の学習や４年生の国家試験
対策の学習のために、毎年10月～翌年２月まで講義棟３階の演習室を開放し
た。
　国家試験に向けた支援では、卒業研究指導担当教員がチューターを兼ねる
体制を整えて継続的に支援を行った。看護師・保健師・助産師の国家試験対
策模擬試験を実施し、模擬試験の成績不振者に対しては、卒業研究担当教員
が中心となり、個別指導を実施した。医療系国家試験対策予備校の講師によ
る看護師および保健師国家試験対策特別講座の実施のほかに、学内教員によ
る生化学・栄養学・薬学に関する補講、過去問の解説メールや支援メールの
送信、助産専攻の学生には別途補講・面談も実施した。
　その他に、国家試験の傾向と対策に関する動画の作成・配信、国試対策
ホームページの開設、学外の国家試験対策講座や模擬試験の情報提供も行っ
た。
 
【今後取組予定】
　現在の学習支援体制を維持するとともに、年度ごとの学生の傾向を把握
し、きめ細かな対応ができるよう、課題抽出と課題への対応を適切に実施す
る。
　学生が自主的に学習できる環境を提供するとともに、国家試験合格に向け
た学生支援の充実を図る。

〔〇：準備、◎：実施〕12



3 4 5 6 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

中期計画の実施状況

21302 ＜大社接続の支援＞
　学生が卒業生や看護職者等とつな
がり、幅広い分野の知見に触れるこ
とで自らの適性や関心等に気づき、
卒業後の進路を決定することができ
るよう、大学と社会（医療機関、行
政機関、地域社会）との連携に取り
組みます。
　また、実務を継続しながら、高度
な専門性を有する看護職者として活
躍できるよう、生涯をとおして求め
られる実践能力向上のための支援に
取り組みます。

◎ → → →

【４年間の実績】
　学生のキャリア形成支援の一環として位置づけている「就職説明会」、
「ようこそ先輩」について、新型コロナウイルス感染症対策を求められた期
間中もオンラインで開催するなど工夫しながら実施した。「就職説明会」に
ついては令和５年度から、「ようこそ先輩」については令和６年度から対面
形式での開催に戻して実施した。
　
　特別選抜合格者および保護者を対象に「三重の保健医療を支える未来の看
護職者育成交流会」を開催し、入学までの過ごし方や入学前準備教育の実施
内容を説明するとともに、県内の医療機関の看護部を招いて相談ブースを設
けるなど、三重県で看護職者として働くイメージの醸成に努めた。
　卒業生のニーズや動向を踏まえて、卒業生支援プロジェクトや卒業生のき
ずなプロジェクトの事業を継続的に企画・開催した。
 
【今後取組予定】
　学生のキャリア形成支援に資するよう、「就職説明会」「ようこそ先輩」
の開催を継続する。
　「三重の保健医療を支える未来の看護職者育成交流会」を継続し、主体的
に卒業後の進路が決定できるよう支援する。
　卒業生支援プロジェクトや卒業生のきずなプロジェクトの事業を引き続き
行う。

21303 ＜就職支援＞
　県内看護職者の確保を念頭に置き
ながら、学生に対して就職に関する
助言や指導、試験や面接対策等を実
施するなどの支援を行うとともに、
行政機関や県内医療機関等と連携・
協力し、就職先に関する情報提供や
就職ガイダンス等の強化に取り組み
ます。

◎ → → →

【４年間の実績】
　学生の就職・進学に向けての支援として、県内病院及び行政機関の職員と
直接対話できる機会となる「就職説明会」や、学生の適切な就職活動への支
援を目的とした「就活講座」を継続して開催した。また、「就職・進学に関
する調査」を継続して実施し、学生の進路選択に係る要因の把握に努めた。
　学内の支援体制として、看護師・保健師・助産師の職種別の相談体制を構
築し、年間を通して学生への就職に関する助言や支援を積極的に行った。
 
【今後取組予定】
　「就活講座」については、年度ごとの学生の傾向やニーズに合わせるとと
もに、教員からの視点や臨地実習で求められる側面などを加味し、より適切
な内容となるよう検討を加えて実施する。
　また、「就職説明会」の開催を継続するとともに、「就職・進学に関する
調査」を通して学生の就職志願動向を把握し、県・県内医療機関と連携し
て、学生の県内就職に向けた支援の在り方について検討していく。

〔〇：準備、◎：実施〕13



 

 第２ 研究に関する項目 
 

法人見込評価 

Ａ 

 

法人による総括 

 

①自己評価の根拠 

 

自己評価については、中期計画に掲げた項目を概ね達成できたことから、「Ａ」とした。 

 

 研究活動の方向性に則り、研究成果の公表と還元に努めた。また、研究活動への支援や評価と改善を行い、研究倫理を堅持する体制を整備した。 

 

②重点的な取組及び特筆すべき取組           

 

（１）地域の医療機関における看護研究を支援するための各種研修会の開催などに取り組んだ。また、研究の活性化を図るため、連携協力協定病院との人事交流などの連携強化や、令

和７年度から開始する共同研究の準備を進めた。 

（２）競争的研究資金の獲得のため、教員相互の研究支援の仕組みを継続するとともに、研究資金獲得のための研修会を開催した。 

（３）教員の研究活動等を公表するため、ホームページに教員の研究業績等を掲載した。また、「みかん大出前講座」等を通じて教員の研究活動の成果を地域に還元した。 

（４）研究倫理審査規程等を随時見直しながら、迅速かつ適切に研究倫理審査を実施するとともに、研究インテグリティに関する研修を実施して研究倫理の堅持と透明性の確保に務め

た。 

 

③目標に対して不十分な取組及び未達成の取組 

 

特になし 

 

 

認証評価機関による評価 

 
評価の結果、貴大学は本協会（大学基準協会）の大学基準に適合していると認定する。 

 
【改善課題】 
 なし 

年度評価結果 

３ ４ ５ ６ 

おおむね計画 

どおり実施 

おおむね計画 

どおり実施 

おおむね計画 

どおり実施 
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3 4 5 6 中期計画の実施状況

２　研究に関する目標
　(1)　研究水準および研究の
　　　成果等に関する目標

22101 ＜研究と地域課題との循環の促進＞
　地域の保健・医療・福祉の向上に
資するため、行政をはじめとした関
係機関との連携・協働を深め、地域
の特性や課題、ニーズに応じた研究
や看護学の発展に寄与する研究を行
います。また、連携協力協定病院等
の医療・保健機関との連携を強化
し、研究の活性化を図っていきま
す。

◎ → → →

【４年間の実績】
　教員各自の専門分野を活かした施設単位看護研究支援、看護研究発表会支
援、看護研究SEED、看護研究エッセンス、ハウツー看護研究支援の実施を
通して、地域貢献や看護研究支援を行った。
　また、連携協力協定病院等との連携を深めながら、研究を活性化・発展さ
せることを目的に取り組む共同研究の令和７年度からの開始につなげた。
 
【今後取組予定】
　地域住民の健康意識の向上や看護学の発展に寄与する地域貢献事業や看護
研究支援事業を継続する。また、連携協力協定病院等との共同研究を実施す
る。

22102 ＜競争的研究資金の獲得＞
　本学の教育の質の向上を図るた
め、全教員が各自の専門分野に応じ
た研究を推進するとともに、競争的
研究資金の獲得に積極的に取り組み
ます。

◎ → → →

【４年間の実績】
　「外部資金助成情報管理システム」による研究者向け助成金の情報提供
や、適宜集約した獲得状況等の周知をするとともに、若手教員の研究計画作
成への助言など教員相互の支援を継続することで、科学研究費補助金をはじ
めとする外部研究資金の申請率および採択率の向上に努めた。その結果、申
請率はほぼ100％を達成した。また、科学研究費補助金以外の外部資金や受
託研究費の獲得にも積極的に取り組み、科学研究費補助金以外の外部資金は
４件の採択、受託研究は２件の契約を行った。
 
【今後取組予定】
　「外部資金助成情報管理システム」を適切に運用し、獲得状況等について
適宜集約を行う。また、競争的資金の獲得に向けて、若手教員の研究計画作
成に助言するなど、教員間で支援を行う。
　企業等からの受託研究や共同研究等を増加させる方法を検討し、外部資金
の獲得を図る。

中期目標 番号 中期計画
取組実績

〔〇：準備、◎：実施〕
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3 4 5 6 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

22103 ＜研究成果の公表と還元＞
　研究成果を学術雑誌に公表すると
ともに、研究活動をインターネット
や報告書等の多様な媒体や講演等の
機会を活用して発表し、地域や県民
に還元していきます。

◎ → → →

【４年間の実績】
　教員の主たる研究業績や研究課題等を「教員情報」としてホームページに
掲載し、研究活動等の公表を行った。
　紀要については、国立情報学研究所の学術機関リポジトリに全巻を掲載
し、情報発信を強化した。さらに、医学中央雑誌刊行会のデータベースにも
全巻の著者抄録を提供した。加えて、紀要のあり方を検討し、大学として史
料的価値のある論文や報告書を『史料』として掲載することとした。
　みかん大出前講座やリクエスト講座等の講師派遣、地域交流センター年報
やホームページ等を通じて、研究活動の成果を地域や県民に還元した。
 
【今後取組予定】
　各教員の主な研究活動や現在の研究課題等について、ホームページや紀要
等を通じて、積極的に情報発信を行う。
　講師派遣、地域交流センター年報やホームページ等を通じて、研究活動の
成果を地域や県民に還元する。

〔〇：準備、◎：実施〕
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3 4 5 6 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

２　研究に関する目標
　(2)研究実施体制の整備に関
　　する目標

22201 ＜研究活動への支援＞
　教員各自の専門分野に応じた独創
的・先駆的な研究を支援するため、
大学全体で推進体制を整備し、若手
研究者に対する支援等を積極的に行
うとともに、研究活動のための研修
を実施します。また、研究活動にお
ける倫理上の問題事象や不正行為等
を未然に防止するため、教員に対し
て普及啓発を行うとともに、研究倫
理審査を実施します。

◎ → → →

【４年間の実績】
　研究活動の支援として、若手教員への支援や外部講師による研修会、科研
費申請支援を実施するなど、積極的に取り組んだ。また、学長特別研究費の
活用を促すための制度改正を行った。
　研究倫理審査会を毎月開催し、研究倫理の堅持を図るとともに、申請され
た研究計画に対する倫理審査を適切かつ安定した体制で実施した。
　研究倫理審査は、侵襲や健康への介入が伴う研究に対して行う本審査と、
侵襲がない、あっても軽微である研究に対して行う迅速審査の２種類に分け
て行った。
　令和３年度には、多機関との共同研究実施にかかる申請要領を新設し、そ
の関連書式を整備した。その他に、研究倫理審査会委員長代理の設置、研究
期間の上限の廃止、『人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指
針』が求める定期報告として「研究経過報告書」の提出、研究期間終了の定
義等、倫理審査規定や申請要領等の改正を随時実施した。
　研究費執行の不正防止への取組として、財務・運営課が教職員向けに作成
している「研究費等執行マニュアル」の見直しを毎年行い、教職員に周知徹
底するとともに、研究費を執行する際の注意点等や他大学等の不正事例を教
職員全員に周知することで、不正防止の意識向上につながるよう取り組ん
だ。
　「不正行為防止等に関する規程」の改正、「研究データの保存等に関する
ガイドライン」の策定を行い、事務局職員や外部講師による不正行為防止に
関する研修会を繰り返し行うことで、教職員の意識向上に努めた。
 
【今後取組予定】
　若手研究者をはじめとする研究支援を推進するとともに、科学研究費など
外部資金の申請支援として、外部講師を招いた研修会を開催する、
　研究倫理審査会を定期的に開催し、研究倫理をさらに徹底するとともに、
必要に応じ運用や規程・要領を見直すなど、継続的な改善を行う。
　不正防止については、「研究費等執行マニュアル」の周知徹底を行うとと
もに、不正防止に関する啓発研修を行い、教職員の意識向上を図っていく。

〔〇：準備、◎：実施〕
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 Ⅱ 社会・地域貢献に関する項目 
 

法人見込評価 

Ａ 

 

法人による総括 

 

①自己評価の根拠 

 

自己評価については、中期計画に掲げた項目を全て達成できたことから、「Ａ」とした。 

 

 多様な主体と連携しながら、看護職者の質向上のための教育・研究支援を行うとともに、県民のヘルスリテラシーの向上に資する講演等を実施して、積極的に地域貢献に取り組んだ。 

 

 

②重点的な取組及び特筆すべき取組           

 

（１）看護職者の資質向上のため、認知症対応や母子保健体制構築、助産師の実践能力向上に資するための研修を三重県から受託して実施した。 

（２）感染症に関する専門的な知識と技術を持つ感染管理認定看護師を養成する認定看護師教育課程「感染管理」を、特定行為研修指定研修機関である三重大学医学部附属病院と共同

して開講し、54名の修了生を輩出した。 

（３）県内の保健・医療・福祉の向上に貢献できるよう、県内の医療機関等と連携して、大学主催の公開講座の開催、地域の講座や出前授業への講師派遣などに取り組んだ。 

（４）臨床能力に優れた質の高い看護職者の教育・育成について連携・協力することを目的とした連携協力協定を新たに２病院と締結した。また、各病院の看護管理者と意見交換を行

い、共同研究の推進や公開講座の共催を通じた連携の強化に繋げた。 

（５）県内病院の看護管理者との意見交換会を実施し、連携を深めるとともに、地域の医療機関のニーズの把握に努めた。 

 

 

③目標に対して不十分な取組及び未達成の取組 

 

特になし。 

 

 

 

 

 

年度評価結果 

３ ４ ５ ６ 

Ａ Ａ Ａ 

 

18



3 4 5 6 中期計画の実施状況

31101 ＜看護職者の能力向上＞
　看護学の教育研究拠点として地域
交流センターを核に、県内の保健・
医療・福祉の向上に貢献できるよう
地域連携事業を積極的に推進し、県
内の看護職者の質向上のための教育
及び研究を支援します。

◎ → → →

【４年間の実績】
　三重県受託事業として、「病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修
事業」、「看護職員認知症対応力向上研修事業」、「助産師（中堅者・指導
者）研修事業」、「三重県新人助産師合同研修事業」及び「母子保健体制構
築アドバイザー事業」に積極的に取り組んだ。また、三重県の病院の看護研
究支援を継続して行い、看護職者の教育・研究を支援した。
　令和４年度から３年間、 認定看護師教育課程「感染管理」を開講し、54
名の修了生を輩出した。
 
【今後取組予定】
　三重県受託事業や認定看護師教育課程「感染管理」フォローアップ事業を
継続して行う。

31102 ＜卒業生へのキャリア支援＞
　本学卒業生を対象に就労状況や
キャリア支援に係るニーズ調査等を
実施し、卒業生のニーズに応じた支
援等を行います。 ◎ → → →

【４年間の実績】
　卒業生のニーズや動向を踏まえて、卒業生支援プロジェクトや卒業生のき
ずなプロジェクトの事業を継続的に企画・開催した。
 
【今後取組予定】
　卒業生支援プロジェクトや卒業生のきずなプロジェクトの事業を引き続き
行う。

２　県民に向けた取組に関
　　する目標

32101 ＜県民のヘルスリテラシーの向上＞
　本学が有する資源や教員各自の専
門分野を活かした講演等を実施し、
地域に貢献していきます。地域交流
センターが推進する事業をとおし
て、県民のニーズの把握に努め、県
民のヘルスリテラシーの向上に資す
る取組を行います。

◎ → → →

【４年間の実績】
　県民のヘルスリテラシー向上に資する取組として、教員各自の専門分野を
活かした講師派遣、教員提案事業等を随時内容を更新しながら実施した。公
開講座は 受講者の特性やニーズを把握し、開催時期、内容、方法等の見直
しや工夫、感染対策等を行いながら、毎年度３回開催した。
 
【今後取組予定】
　教員各自の専門分野を活かした講師派遣や教員提案事業等の取組を継続し
て行う。

中期目標 番号 中期計画
取組実績

１　看護職者に向けた取組に
　　関する目標

〔〇：準備、◎：実施〕
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3 4 5 6 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

３　さまざまな主体との連携
　　に関する目標

33101 ＜教育研究活動に基づく社会・地域
貢献＞
　行政機関や医療機関、福祉施設等
と情報交換等を行い、地域のニーズ
を把握し、教員各自の専門分野を活
かして、県内の保健・医療・福祉の
課題解決や行政機関の政策立案等に
協力します。また、教員が学術研究
団体等に参画・連携し、広く社会に
資する活動を推進します。

◎ → → →

【４年間の実績】
　県内看護管理者意見交換会を、新型コロナウイルス感染症の拡大期間中の
オンライン形式も含めて毎年度開催し、医療機関、行政、大学の様々な課題
を共有するとともに課題解決に向けた活発な意見交換を行った。
　令和５年度に藤田医科大学七栗記念病院と、令和６年度に三重中央医療セ
ンターと連携協力協定を締結し、協定締結病院は14病院となった。また、
共同研究や公開講座の共催で連携協力を進めることとなった。
　教員が県内行政機関の各種委員会、審議会等委員や各種学会等の役員等と
して積極的に参画し、政策立案や学術振興に幅広く貢献した。

【今後取組予定】
　行政機関や医療機関、福祉施設等との情報交換等から地域のニーズを把握
し、教員各自の専門分野を活かして、県内の保健・医療・福祉のさまざまな
主体と連携する活動を行う。

〔〇：準備、◎：実施〕
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 Ⅲ 大学運営に係る環境整備に関する項目 
 

法人見込評価 

Ａ 

 

法人による総括 

 

①自己評価の根拠 

 

 自己評価については、中期計画に掲げた事項を全て達成できたことから、「Ａ」とした。 

 

 教育環境の整備や環境への配慮に取り組むとともに、危機管理への対応や各種ハラスメントの防止など人権尊重の推進に努めた。 

 

 

②重点的な取組及び特筆すべき取組           

 

（１）全教員が対応する「チューター制度」・「学生相談制度」や各種健康相談制度を設けて、学修、就職、健康など幅広い学生の相談にきめ細かく対応することで、本学の生活支援制

度についての満足度は継続的に高い結果が得られた。 

（２）国の修学支援制度に加え、本学独自の上乗せ制度や「みかん大修学支援給付金」により学生への支援を行った。また、実習施設からPCR検査を求められた際の検査費用の助成や

日本学生支援機構の新設事業の活用等により、学生への支援の充実に取り組んだ。 

（３）大学改革推進等補助金の採択を受けて、実習棟に動画収録遠隔配信システムやシミュレーション病室を整備したほか、大講義室への大型モニター設置や学内無線LANの整備を行

うなど、学修環境の整備に務めた。 

（４）附属看護博物館を２年毎に企画展示の内容を変えながら継続して開館した。 

（５）環境マネジメントシステムの運用を通じて、節電、紙の使用量削減、ゴミの分別の徹底等に取り組んだ。 

（６）新型コロナウイルス感染症への対応について、リスク管理委員会を随時開催し、感染拡大防止の対策を講じて学生の学修機会の確保に務めるとともに、ワクチン接種を希望する

学生に接種の機会を提供した。 

（７）大規模地震災害マニュアルや安否確認システムの運用条件を随時見直すとともに、防災訓練を継続して実施することで、学生及び教職員の災害対応能力の向上に務めた。 

（８）学生、教職員それぞれにハラスメント防止研修会を実施してハラスメントに対する意識向上を図るとともに、相談しやすい環境づくりに取り組んだ。 

 

 

 

 

 

年度評価結果 

３ ４ ５ ６ 

Ａ Ａ Ａ 
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③目標に対して不十分な取組及び未達成の取組 

 

１ 未達成事項 

  特になし 

 

２ 評価委員会から意見、指摘された事項 

  ＜危機管理への対応＞ 

    令和３年度に起こった認定看護師教育課程開設に係る料金徴収問題に関する危機管理への対応に関しては、すぐに十分な対応ができていたとはいいがたい。徴収済料金と変更

前料金の差額については関係者に返金してはいるが、事態が明らかになってからの行動である。十分な原因究明が必要であろう 

  ＜取組状況＞ 

   再発防止策として、下記の取組を実施した。 

    〇コンプライアンス研修の実施 

     事務局職員と地域交流センター職員を対象に、全員出席の研修を４回行った。 

    〇医療保健部との連絡会議の設置 

     情報共有と認識の統一を図り、業務の円滑化に繋げるための連絡会議を２回開催した。会議では、年間行事予定等を共有するとともに、許認可等に係る事務についての確認

を行った。 
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3 4 5 6 中期計画の実施状況

１　生活支援等に関する目標 41101 ＜学生の生活支援＞
　学生生活が快適で豊かなものとな
るよう、学生アンケートを実施し
ニーズを把握するとともに、健康・
生活面での不安や悩みの解消に向け
て面談等を積極的に行います。ま
た、必要に応じて大学独自の修学支
援基金を活用するとともに、社会に
貢献したいという学生の思いや活動
を支援するため、ボランティア活動
に関する情報提供等を行います。

◎ → → →

中期目標 番号 中期計画
取組実績

【４年間の実績】
　毎年度当初の入学生オリエンテーション、在校生ガイダンスにおいて、学
習面、生活面、経済面等の支援体制をはじめ、学内施設・設備の使用ルール
などに関する資料を配布して、その詳細を説明した。
　継続して実施している学生を対象とした「大学生活に関するアンケート」
に加えて平成30年に設置した「学生生活に関する意見箱」や、令和５年度
から導入したQRコードからアクセス可能なWeb投稿により、学生が意見を
出しやすい環境を整えた。「学生生活に関するアンケート」の結果は学内
ホームページで公表し、意見箱やWeb投稿への投書に対しても対応可能な内
容については担当委員会を通じて迅速に対応した。
　各種健康相談制度としては、学校医やスクールカウンセラーによる相談の
他、健康管理室に常駐している職員や、母性看護学の教員による相談など、
学生の不安や悩みの解消に向けて相談しやすい環境づくりを継続した。
　経済的理由によって学資の負担が困難であり、かつ学業優秀と認められる
者について、授業料の減免を行うとともに、三重県立看護大学修学支援基金
を活用した「みかん大進学支援給付金」制度による給付金支給、新型コロナ
感染症対策としてのPCR検査費用への補助などを実施した。
　新型コロナウイルス感染症の拡大により学外活動が制限された期間は、学
内でボランティア活動ができる場を設け、学生のボランティア活動を支援し
た。ボランティア報告会は、令和３年度に新型コロナウイルス感染症の影響
で対面からポスター掲示に切り替え、その後も学生のボランティア活動の意
識が根付くように、ポスターに学生の活動コメントを複数記載して長期間掲
示する方法で実施した。ボランティア募集は、掲示やメールに加え、学内
ポータルサイトなど複数のツールを活用して情報提供を行った。
　国の修学支援新制度に則り、経済的理由によって学資の負担が困難であ
り、かつ学業優秀と認められる学生に対し、授業料等の減免を行った。
　また、三重県立看護大学修学支援基金を活用した「みかん大進学支援給付
金制度」に則り、対象学生に給付奨学金を支給した（令和３～６年度支給実
績　 計16名）。令和５年度からは、学生がより利用しやすくなるように給
付要件等を見直した。
 
【今後取組予定】
　学生への生活支援体制を維持するとともに、年度ごとの学生の傾向を把握
し、きめ細かな対応ができるよう、課題抽出と課題への対応を適切に実施す
る。
　学内ポータルサイトを積極的に活用してタイムリーにボランティア募集を
周知するなどして、学生のボランティアへの関心を高め、ボランティア活動
が継続的に行えるように支援する。
　経済的に困窮する優秀な学生への支援について、国の制度に則り、適切に
授業料等減免事務を進める。また、「みかん大進学支援給付金制度」につい
ても適切に給付事務を進める。

〔〇：準備、◎：実施〕
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3 4 5 6 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

41102 ＜教職員の健康管理＞
　健康で働きやすい職場環境を形成
するため、業務の特性や社会情勢を
ふまえた働き方を推進します。ま
た、長時間労働による健康障害の発
生を予防することなどを目的として
産業医による面接指導や職場巡視等
を実施し、職場環境や業務方法の改
善に取り組みます。

◎ → → →

【４年間の実績】
　産業医面談や職場巡視等により、健康で働きやすい職場環境づくりを推進
している。産業医と安全衛生管理者が意見交換を行うとともに、健康管理上
特に留意すべき事項については、衛生総括安全衛生管理者等が報告を受け、
衛生委員会にて情報共有を図った。
　教職員の満足度は漸減傾向にあるが。令和６年度にあっては、事務局職員
満足度において顕著な上昇が見られた。
　教職員のストレスチェックの結果数値は、緩やかではあるがストレス度が
高くなる方向に動いているものの、全国水準より低い水準は維持できてい
る。
 
【今後取組予定】
　令和６年度の時点で全教員が裁量労働制を選択しており、個々人の総労働
時間を注視するとともに、健康管理上で留意すべき事項については産業医と
情報を共有し、健康で働きやすい職場環境づくりを推進していく。
　事務局職員の満足度に顕著な上昇が見られた要因分析には至っていない
が、職位を超えた話し合いや、定期的に法人雇用職員の声を集約して局長等
に届けるといった取組を始めており、風通しの良い職場づくりに資する手法
として教員への還元を検討していく。
　健康リスクについては、ストレス度が高くなる原因等の分析を図り、職場
環境の改善に取り組んでいく。

〔〇：準備、◎：実施〕
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3 4 5 6 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

２　施設・設備の整備、維持
　　管理等に関する目標

42101 ＜教育環境・ＩＴ環境の整備＞
　質の高い教育、研究の実践に必要
な、ＩＴ環境を含む施設・設備・備
品等の整備・充実を、財政状況をふ
まえ計画的に実施するとともに、適
切に維持管理を行います。

◎ → → →

【４年間の実績】
　大学改革推進等補助金の採択を受けて、実習棟に動画収録遠隔配信システ
ムやシミュレーション病室を整備するとともに、自己収入や目的積立金を活
用し、多目的講義室の充電用コンセント設置、大講義室の大型液晶モニター
整備、大講義室と多目的教室への電子教科書専用Wi-Fi回線の整備などを
行った。ソフト面ではWebClassの導入により、履修登録や資料提出がWeb上
で可能となり、学生及び教職員の利便性が向上した。
　建築から27年が経過し老朽化が進む建物や設備については、本学の長寿
命化計画に基づいた三重県からの施設整備費補助金により、吊天井、外壁、
昇降機、空調熱源、電源設備などの改修を順次行った。また、災害時におけ
る停電時等発生時のネットワークシステム状況の確認を行った。
 
【今後取組予定】
　学内LANの更新を令和７年度に行う。（契約は令和６年度に締結済み）
　建物、設備については長寿命化計画に基づき、令和７～８年度で研究棟、
講義棟、渡り廊下の屋上防水改修、研究棟空調設備改修、令和８年度にファ
ンコイルユニット等の改修を行う。

42102 ＜図書館運営の充実＞
　電子化の進展やアクティブ・ラー
ニングの推進等の環境変化をふまえ
ながら、学術情報の基盤としての基
本的機能を引きつづき果たすことが
できるように、効率的な図書館運営
に努めます。また、地域にも開放
し、地域住民の利便に供します。 ◎ → → →

【４年間の実績】
　新型コロナウイルス感染症蔓延時には利用制限をしていたが、５類に移行
した令和５年度からは利用制限を撤廃し、以前と同様の図書館利用サービス
を提供した。医学中央雑誌Webの大規模なバージョンアップがあった令和６
年度は、その活用方法を再確認する機会として教員向け講座を開催した。
　附属看護博物館はテーマに基づく展示を企画し、２年毎に展示を入れ替え
て運用した。
 
【今後取組予定】
　書籍や学術雑誌の電子化やインターネットを利用した文献検索など変化す
るデジタル環境に即した効率的な図書館運営に努めるとともに、特色ある図
書館の在り方について検討を継続する。また附属看護博物館においては次期
企画展示に向けた準備を進めるとともに、広報に取り組む。

〔〇：準備、◎：実施〕
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3 4 5 6 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

42103 ＜環境等への配慮＞
　施設・設備の整備や管理運営にあ
たっては、省エネルギー対策やユニ
バーサルデザインに配慮して行いま
す。

◎ → → →

【４年間の実績】
　本学独自の環境マネジメントシステムの運用により、教職員及び学生の環
境保全に対する意識の向上を図った。また、学内照明のLED化や自動消灯、
補助金を活用した空調熱源改修等により、令和３年度から５年度にかけて学
内の電気使用量は大幅に低減したが、令和６年度は令和５年度と比較し微増
となった。
　電気使用量　R3:733,111kWh　R4：724,805kWh　R5:643,819kWh
R6:670,040kWh
　こうしたエネルギー消費に関する情報は、省エネルギーやSDGs関連の情
報と合わせ、年２回発行のグリーン通信（Vol. 12-19）で共有するととも
に、学生、教職員が参加する研修会においても周知し、環境保全につながる
行動の啓発に努めた。
　ユニバーサルデザインの取組については、障がい者用駐車場を大駐車場に
設置し、講堂等を利用する車いす利用者に配慮した環境整備を行った。

 
【今後取組予定】
　教職員及び学生に対し節電に対する啓発、呼びかけを行い、省エネ対策を
行うとともに、講堂棟照明のLED化を行う。

〔〇：準備、◎：実施〕
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3 4 5 6 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

３　危機管理に関する目標 43101 ＜大規模災害時等への対応＞
　大規模災害発生時等に、自らの生
命・安全を確保し、大学の教育・研
究活動に対する被害を最小限にする
ため、学生や教職員一人ひとりが主
体的に考え、行動できるよう防災訓
練を実施します。また、発災時に備
え、平常時から地域における大学の
役割や機能を行政機関と共有すると
ともに、被災時の早期復旧・相互支
援のため、大学間の支援・協力体制
づくりを進めていきます。

◎ → → →

【４年間の実績】
　学生及び教職員に対し、年度当初のオリエンテーションやガイダンス等に
おいて安否確認システムについて周知を行うとともに、安否確認システム操
作訓練を年２回実施し、大規模災害に対する意識の醸成を図った。
　大規模地震災害マニュアルに基づいて、毎年度学生、教職員参加の防災訓
練を実施するとともに、業務継続体制の見直しを行った。また、災害時に備
蓄物品を有効に活用できるよう、保管状況や使用方法を確認した。令和４年
度には停電時の非常用発電機を設置団体の補助を受けて更新し、稼働時間が
３時間程度から24時間程度に拡大した。
　能登半島地震の発生や南海トラフ地震臨時情報の発表を契機に大規模地震
災害マニュアルと安否確認システム運用方針を見直し、非常参集、安否確認
の要件をより実効性のあるものに改めた。
　三重県看護系大学防災協議会（県内の看護系４大学で構成）に毎年度参画
し、情報交換や災害発生時の大学間の相互支援についての協議を行った。
　施設面においては、県の施設整備費補助金により令和３年度には大講義室
及び図書館の吊天井の改修、令和３～６年度にかけて実習棟、講義棟、研究
棟、管理棟、図書館棟、機械棟の外壁改修工事を行い、大規模災害発生時の
被害を最小限にとどめられるよう改修を行った。
　また、大規模災害発生時にライフラインを確保できるように、災害時にお
ける設備等の作動条件の確認を行った。
 
【今後取組予定】
　学生及び教職員に対し、安否確認システムの制度の周知徹底を図るととも
に、システム操作訓練を継続して行い、大規模災害に対する意識の醸成に努
める。
　大規模地震災害マニュアルを随時見直し、災害発生時に迅速に対応にあた
る体制を維持するとともに、防災訓練を継続して実施し、学生及び教職員の
災害対応力を高める。

〔〇：準備、◎：実施〕
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3 4 5 6 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

43102 ＜危機管理への対応＞
　大学に重大な被害や支障を来すお
それのある危機を未然に防止すると
ともに、危機が発生した場合に被害
等を最小限にとどめることができる
よう、日頃から大学運営におけるリ
スク等を想定して適切な措置を講
じ、危機的状況に陥らないよう取り
組みます。 ◎ → → →

【４年間の実績】
　新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、感染拡大防止対策を講じるとと
もに、学内でのワクチン接種の実施やオンライン授業など学生の学修機会の
確保に務めた。
　大規模災害の発生に備えるため、大規模地震災害マニュアルの見直しや防
災訓練、安否確認訓練を実施した。
　情報セキュリティリスクへの対策として、サイバーセキュリティ対策や保
有する機密情報、個人情報の適正管理に務めた。

【今後取組予定】
　これまでに構築した危機管理に係る仕組みを着実に運用し、法人における
危機管理体制を高める。
　教職員及び学生の危機管理への意識を高めるため、年度当初のオリエン
テーションやガイダンスにおいて研修を行うとともに、防災訓練や安否確認
システム操作訓練を継続して実施する。

４　人権尊重に関する目標 44101 ＜人権尊重とハラスメント防止＞
　全ての学生及び教職員、学内関係
者が個人として尊重され、人権を侵
害されることのない健全な環境を確
保するため、人権意識の高揚と人権
侵害の防止等に努めます。また、ハ
ラスメントに起因する問題など、人
権の侵害に関わる事案が発生した場
合には、迅速かつ適切に対応しま
す。

◎ → → →

【４年間の実績】
　学生を対象にハラスメント防止の研修会を開催し、意識向上に努めた。ま
た、全教職員を対象としたハラスメント相談窓口研修の実施に加え、ハラス
メント調査員を対象とした研修を年１回、継続して実施した。現行の相談体
制が平成27年度に整備されて以降、令和５年度に学内相談窓口に５件、外
部相談窓口に１件、令和６年度に学内相談窓口に３件あり、それぞれ対応さ
れたが、調整員への取次希望はなかった。また、令和６年度にはハラスメン
トに関する匿名の投書があったことを受けて、委員会では実態把握の調査を
行うとともに、ハラスメント防止体制に関する研修を実施した。

【今後取組予定】
　困っている状況に対し、安心して相談することができる体制を構築し、人
権が侵害されない環境づくりに取り組む。
　また、教職員および調整員への研修を行い、相談対応力の向上を図る。

〔〇：準備、◎：実施〕
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 Ⅳ 的確な業務運営の実施および業務改善に関する項目 
 

法人見込評価 

Ａ 

 

法人による総括 

 

①自己評価の根拠 

 

 自己評価については、中期計画に掲げた事項を全て達成できたことから、「Ａ」とした。 

 

 効率的で機動的な組織運営体制の維持や戦略的な法人運営の確立を目指すとともに、適切な人材マネジメントにより教職員の確保と人材育成に取り組んだ。 

 

 

②重点的な取組及び特筆すべき取組 

 

（１）教務に関することのほか、学部運営における責任者としての立場を明確にするため、令和３年度に学部長を設置した。 

（２）理事長の諮問機関として大学戦略会議を設置し、大学の将来構想や直面する喫緊の課題への対応について検討した。 

（３）本学及び医療機関双方の看護教育や看護研究の充実、発展を目的として、連携協力協定病院との人事交流により助手を受け入れた。 

（４）教員活動評価・支援制度を運用するとともに、学内の研修制度を活用した大学院博士課程への進学を働きかけ、教員の育成を図った。 

（５）法人固有職員を積極的に採用し、新規採用職員、中堅職員向けの職員研修を充実することで、将来の法人運営の中核を担う職員の育成に取り組んだ。 

 

 

③目標に対して不十分な取組及び未達成の取組 

 

 特になし 

 

 

 

 

 

 

 

年度評価結果 

３ ４ ５ ６ 

Ａ Ａ Ａ 
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3 4 5 6 中期計画の実施状況

１　組織運営の改善に関する
　　目標

51101 ＜組織体制＞
　理事長のリーダーシップのもと、
幅広い視野で社会や地域のニーズを
的確に把握するとともに、大学の強
みや特色を活かして、教育、研究、
社会・地域貢献の機能を最大限発揮
できるよう、機動的かつ効率的に内
部統制がとれた組織運営を行いま
す。
　また、学生や教職員に対するアン
ケートなどを通じて、教育研究に係
る問題点等を把握し、組織運営の改
善に取り組みます。

◎ → → →

【４年間の実績】
　教務に関することのほか、学部運営における責任者としての立場を明確に
するため、令和３年度に学部長を設置した。
　法人会議を定期的に開催し、重要事項を審議、決定するとともに、高い識
見を有する学外からの意見、示唆を得られた。
　法人及び大学の重要課題を協議する企画運営会議を毎月開催することで、
法人・大学としての意思、方向性を迅速に組織に示すことができた。
　内部統制委員会を開催し、組織行動の根拠となる規程の改正やチェック体
制に係る事例の報告を受けるとともに、発生した問題事例に対する改善手法
等を議論した。
　学生や教職員アンケートの結果等から得られた組織体制・運営に係る問題
点等については、随時組織として対応した。
　本学の喫緊の課題や将来構想など幅広い議論を深めるため、令和５年度に
理事長の諮問機関として大学戦略会議を設置し、18歳人口の減少やデジタ
ル化の進展など今後予想される教育環境の変化を見据えながら、本学の教育
研究活動の発展の方向性や有効な取組について検討した。検討結果は学長に
具申するとともに、具体的な取組の実施について関係委員会に指示した。
 
【今後取組予定】
　法人会議を適切に運営し、法人に関する重要事項の審議等を円滑に実施し
ていく。
　法人・大学としての意思、方向性を迅速に組織に示すため、企画運営会議
を毎月開催する。
　コンプライアンスを遵守して、中期計画に基づいた業務を有効かつ効率的
に遂行するため、内部統制を適切に運営していく。
　学生や教職員アンケート等から得られた組織体制・運営に係る問題提起に
ついては、具体化できるよう検討していく。
　大学戦略会議において大学の将来構想など幅広く議論を進めるとともに、
学長のリーダーシップの下で各委員会等と連携して具体的な展開を推進す
る。

中期目標 番号 中期計画
取組実績

〔〇：準備、◎：実施〕
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3 4 5 6 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

２　人材の確保・育成に関す
　　る目標
　(1)人材の確保に関する目標

52101 ＜教職員の充足＞
　本学の教育理念・教育目標が達成
できるよう、中長期的な視点に立っ
て、教員の採用や育成を行うととも
に、それぞれの専門分野における豊
かな知識と研究能力を有する優秀な
人材の確保・登用等に努めます。ま
た、事務職員については、事務局の
運営に必要な人材を確保するととも
に、専門性の向上や組織の活性化を
図るため、業務内容に応じて適切に
配置します。

◎ → → →

【４年間の実績】
　教員の確保は大学にとって大きな課題であるが、令和６年度においても常
勤教員定数を充足させることはできていない。
　本学における教育活動の充実、連携協力協定病院における臨地教育の質向
上に資するために、連携協力協定病院の職員を本学に助手として受け入れる
人事交流制度に取り組んでおり、４年間でのべ６名の人材を受け入れた。
　県派遣職員を確保するとともに、法人固有職員を採用するなど多様な雇用
形態を活用しながら、事務局職員を適切に配置してきた。
　なお、令和３年度４名であった法人固有職員は、令和６年度現在で６名
（うち有期雇用１名）となっている。
 
【今後取組予定】
　効果的な教員確保に取り組み、常勤教員定数の充足に努めていく。
　連携協力協定病院との関係強化に取り組み、双方にとって有益な人材交流
を検討していく。
　県派遣職員を確保しつつ、業務を通じて若手法人固有職員を育成し、専門
性の向上及び事務局の活性化を図るため、事務局職員を適切に配置する。

２　人材の確保・育成に関す
　　る目標
　(2)人材の育成に関する目標

52201 ＜教員の育成と働き方＞
　教員活動評価・支援制度を適切に
運用し、教員の業績を評価するとと
もに、研修やファカルティ・ディベ
ロップメント活動を通じて優秀な教
員の育成につなげていきます。ま
た、業務実態や評価結果をふまえ、
評価制度の改善や研修の充実を図っ
ていきます。さらに、より働きやす
い環境を整えていくため、労働法制
の改正やアンケート調査の結果等を
ふまえて、服務制度や働き方の見直
し・充実に取り組んでいきます。

◎ → → →

【４年間の実績】
　令和３年度に評価方法を見直した教員活動評価・支援制度については、令
和５年度に制度見直し後の運用について検証し、運用方法に課題を有してい
ることが明らかになったため、改めて制度の周知徹底を図った。
　学内の制度を活用した大学院博士後期課程への進学については、本学教員
としての能力向上の観点から積極的に働きかけた結果、令和３年度から令和
６年度までの間に２名が学位を取得した。
　働きやすい環境づくりに関しては、教員アンケートの結果から得られた意
見等を踏まえ、可能なものについて随時対応を行った。
 
【今後取組予定】
　教員活動評価・支援制度を適切に運用するとともに、必要に応じた見直
し、制度導入の意図や運用方針の改めての周知等にも配慮し、教員の理解
度、納得度を高めていく。
　教員の能力向上、モチベーション向上の観点から、引き続き若手教員の大
学院進学を支援していく。
　教員満足度アンケートから得られた意見等を踏まえ、教員の働き方の見直
しを進めていく。

〔〇：準備、◎：実施〕
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3 4 5 6 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

52202 ＜事務職員の育成と働き方＞
　評価制度を適切に運用し、事務職
員の強み・弱み等を把握するととも
に、業務に関連する研修へ積極的に
参加させ、育成を図っていきます。
とりわけ、中長期にわたり法人運営
を支える固有職員については、体系
的かつ着実に育成していきます。ま
た、教員と同様に、より働きやすい
環境を整えていくため、労働法制の
改正やアンケート調査の結果等をふ
まえて、服務制度や働き方の見直
し・充実に取り組んでいきます。

◎ → → →

【４年間の実績】
　期首、中間、期末の面談及び評価に係るフィードバック面談を通じて、職
員個々の強み、弱みを把握するとともに、組織として期待していること等を
伝えるなど評価制度を適切に運用した。
　業務に関連する研修への積極的な参加を働きかけ、とりわけ法人固有職員
に対しては、自己啓発意欲の向上を図るための費用補助制度、キャリア形成
支援事業を令和５年度から導入した。
　働きやすい環境づくりに関しては、風通しの良い職場づくりに推進すると
ともに、効率的な事務執行等の観点から柔軟に事務局組織や事務分掌の変更
を行った。
 
【今後取組予定】
　評価制度を適切に運用し、職員個々の強みの伸長、弱みの克服といった職
員の成長を支援していく。
　業務に関する研修に関しても引き続き積極的な参加を働きかけていく。ま
た、法人固有職員については、研修のあり方を見直し、新規採用職員研修か
ら主査級研修までの研修体系を構築する。
　職位を超えて自由に話せる場の充実等による風通しの良い職場づくりの推
進とともに、社会環境の変化に柔軟に対応できる効率的な事務局組織や事務
執行体制を構築していく。

〔〇：準備、◎：実施〕
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 Ⅴ 財務内容の改善に関する項目 
 

法人見込評価 

Ａ 

 

法人による総括 

 

①自己評価の根拠 

 

 自己評価は、中期計画に掲げた事項を全て達成できたことから、「Ａ」とした。 

 

 自己収入の確保に取り組むとともに、経費の抑制に努めた。施設の長寿命化計画に基づいて修繕工事を行うなど、資産の適正な管理を行った。 

 

 

②重点的な取組及び特筆すべき取組           

 

（１）認定看護師教育課程の開講、地域交流センター事業の実施、施設貸出、MCNレポート（広報紙）への広告掲載などにより自己収入の確保に努めた。修学支援基金への寄付につい

ては、令和５年度からふるさと納税も活用して募集を行った 

（２）職務発明について、特許取得に向けた出願手続や更新手続きを行った。 

（３）環境マネジメントシステムの運用を通じてコスト意識の向上に努めるとともに、照明のLED化の促進などにより、節電等に取り組んだ。 

（４）施設の長寿命化計画に基づき、国や県の補助金を活用しながら、エレベーターの更新や外壁等の修繕を行うなど、大学施設の適切な維持管理を行った。 

 

 

③目標に対して不十分な取組及び未達成の取組 

 

 特になし 

 

 

 

 

 

 

 

年度評価結果 

３ ４ ５ ６ 

Ａ Ａ Ａ 
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3 4 5 6 中期計画の実施状況

61101 ＜自己収入の確保＞
　授業料等の学生納付金や地域交流
センター事業の講習料等を、受益者
負担の観点から、社会情勢等も念頭
において適宜見直し、収入の確保を
図ります。また、大学運営に支障の
ない範囲で、適切な料金で施設等を
貸し付けるとともに、本学の広報媒
体への広告掲載等により収入の確保
に努めていきます。

◎ → → →

【４年間の実績】
　認定看護師教育課程を令和４年度から３年間開講し、合計72,684千円の
収入を得た。施設貸出については新型コロナウィルス感染症が５類に移行し
た令和５年度から本格的に再開し、3,521千円の収入を得た。また、大学広
報誌へ広告枠を設定し、医療機関などから690千円の広告収入を得た。さら
に、修学支援基金への寄附を三重県のふるさと納税にも広げ、合計3,747千
円の寄付を得た。

 
【今後取組予定】
　自己収入の確保については、地域交流センター事業や施設貸出などによ
り、収入の確保に努める。さらに、修学支援基金について、継続して寄付が
集められるよう税額控除制度の適用やふるさと納税制度を含めて周知を図
る。

61102 ＜知的財産の適切な保護と活用＞
　教員の職務発明については、大学
の知的財産として適切に管理すると
ともに、研究活動や産学官連携を推
進し、事業化の実現をめざします。

◎ → → →

【４年間の実績】
　５件の特許を取得し、保有する特許について、イベントや学会で展示を行
うなど事業化に向けた取組を行った。また、知的財産の知識、理解の向上を
図るため、教職員に対し、知的財産に関する研修を毎年行った。
 
【今後取組予定】
　教職員に対し、知的財産の啓発、研修を行う。

中期目標 番号 中期計画
取組実績

１　自己収入の確保に関する
　　目標

〔〇：準備、◎：実施〕
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3 4 5 6 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

２　経費の抑制に関する目標 62101 ＜経費の抑制＞
　組織や事務処理方法の効率化、費
用対効果をふまえた電子化、調達方
法の不断の見直し、環境マネジメン
トシステムの運用、コスト意識の徹
底等により経費の抑制を図っていき
ます。

◎ → → →

【４年間の実績】
　当初予算編成方針に基づいた適切な予算執行を行った。また、決算の内容
について、決算データのグラフ化等、財務状況をより分かりやすい形で表記
するよう工夫の上、令和６年度からは教員全員が参加する会議において説明
した。
　経費の抑制策として、学内照明のLED化の促進、消灯時間を早めるなどの
節電に努めるとともに、本学独自の環境マネジメントシステムの運用による
光熱費低減への意識付けなど、多くの工夫を通じて学内の節電意識の向上に
取組み、経費抑制に務めた。
 
【今後取組予定】
　予算の編成方針を示して、教育・研究予算を精査し、適正な配分を行うと
ともに、決算数値や大学の経営状況などを教職員に対してわかりやすく説明
し、コスト意識の向上と経費の抑制を図る。

３　資産の運用管理の改善に
　　関する目標

63101 ＜資産の適正管理＞
　土地・建物等の保有財産について
は適正な維持管理を行い、大学運営
に支障がない範囲で施設等の貸し付
けや開放を行い、社会・地域貢献に
努めます。また、保有資金について
は、収支計画を勘案しながら、安全
を前提に適正かつ有効な資金運用を
行います。

◎ → → →

【４年間の実績】
　学生や教員の教育・研究活動に支障が生じないように、日頃から大学の施
設管理や清掃業務の委託会社と連携を図り、大学施設の安全かつ適切な維持
管理を行った。
　施設設備については、本学の長寿命化計画に基づき、三重県と協議を行い
ながら、吊天井、外壁、電源設備、熱源設備等の改修を計画的に行った。
　令和５年度からは施設貸出を再開し、地域、社会貢献に務めた。
　保有資金については、収支計画を勘案しながら、毎年安全な定期預金を行
い、利息収入を得た。
 
【今後取組予定】
　資産の管理・運用を安全かつ適正に行うとともに、本学の教育、研究活動
に支障がない範囲で施設の有効活用を図る。

〔〇：準備、◎：実施〕
35



 

Ⅵ 大学教育の質保証および情報の公開・発信に関する項目 
 

法人見込評価 

Ａ 

 

法人による総括 

 

①自己評価の根拠 

 

 自己評価については、中期計画に掲げた事項を全て達成できたことから、「Ａ」とした。 

 

 自己点検・自己評価の実施を通して大学教育の質保証の推進に取り組むとともに、計画的に内部監査を実施した。また、情報発信・情報公開の推進に取り組んだ。 

 

 

②重点的な取組及び特筆すべき取組           

 

（１）業務実績について、三重県公立大学法人評価委員会の評価を受け、各年度とも「全体として中期計画を順調に実施している」と認められた。 

（２）令和３年度には、第三者評価として、看護学教育分野別評価である一般財団法人看護学教育評価機構の評価を受審し、評価基準に適合していると評価された。 

（３）内部監査については、中長期監査計画に基づき内部監査を実施した。内部監査結果については、理事会へ報告を行うとともに、指摘事項への対応状況を確認した。 

（４）本学広報紙やホームページなど広報媒体の特性を活かして大学情報を発信した。また、本学の教育活動等について更なる理解が深まるよう、大学紹介動画を作成してホームペー

ジへ掲載するとともに、動画共有サイトへ投稿する等、大学のイメージアップに取り組んだ。 

 

 

③目標に対して不十分な取組及び未達成の取組 

 

 特になし 

 

 

 

 

 

 

 

年度評価結果 

３ ４ ５ ６ 

Ａ Ａ Ａ 
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3 4 5 6 中期計画の実施状況

71101 ＜自己点検・評価及び外部評価＞
　教育研究活動によって得られた成
果や中期目標の達成状況等につい
て、自己点検・評価を客観的かつ継
続的に行うとともに、第三者評価
（認証評価等）を実施し、これらの
結果に基づいて改善に取り組むこと
により、大学教育の質保証をさらに
推進します。 ◎ → → →

【４年間の実績】
　毎年度、各委員会等が実施した点検・評価について、自己点検評価委員会
と各委員会長が意見交換することで、学長を責任者とした全学的な体制での
自己点検・評価を実施した。この内容に基づき、三重県公立大学法人評価委
員会の評価を受けた。評価結果については全教職員にフィードバックして、
取組の改善や次年度の計画策定へ活用するなどした。
　また、令和３年度には看護学教育評価機構の評価（看護学分野）を受審
し、評価基準に適合していると評価された。さらに、令和元年度に受審した
大学基準協会による認証評価で付された改善課題についても「改善の成果が
表れている」との評価を得た。
 
【今後取組予定】
　自己点検・自己評価を実施するとともに、令和７年度に認証評価機関によ
る認証評価を受審し、評価の意見を中期計画の策定に反映する。

71102 ＜内部監査の推進＞
　会計処理をはじめ法人の業務運営
等幅広い分野において、監査実施方
針に基づき内部監査を計画的・体系
的に実施し、問題点等が発見された
場合は、速やかに改善していきま
す。

◎ → → →

【４年間の実績】
　中期目標期間内において監査テーマが一巡するように策定した中長期監査
計画に基づき、計画的・体系的に監査を実施した。また、監査にあたっては
リスクアプローチによる監査も実施した。内部監査結果については、理事会
へ報告を行うとともに、指摘事項への対応状況を確認した。
 
【今後取組予定】
　中長期監査計画に基づき内部監査を実施する。

中期目標 番号 中期計画
取組実績

１　大学教育の質保証に関す
　　る目標

〔〇：準備、◎：実施〕
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3 4 5 6 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

２　情報の公開・発信に関す
　　る目標

72101 ＜情報公開・情報発信の推進＞
　法人運営の透明性を高め、県民に
対する説明責任を果たすため、財政
状況等の法人情報を公開します。ま
た、大学の情報を積極的に発信し、
大学の取組等をわかりやすく伝えて
いきます。

◎ → → →

【４年間の実績】
　毎年度、決算後には財政状況等の法人情報を大学ホームページに公開し、
発信を行った。情報公開請求についても、適切に対応し、情報公開を行っ
た。
　大学広報紙を年４回発行し、同時に大学ホームページにも掲載して情報発
信を行った。社会のニーズに合わせた広報の手法や内容を随時検討し、新た
に大学の紹介動画を作成して動画共有サイトで公開するなど、効果的な広報
に努めた。
 
【今後取組予定】
　財政状況等の法人情報を公開し、法人運営の透明性を高めていく。情報公
開請求にも適切に対応し、公開を行っていく。
　大学広報紙やホームページなどの情報媒体を活用し、県民、入学希望者、
医療機関・行政機関に対して、本学の教育・研究活動や入試に関する情報の
発信を行う。
　大学院志願者を確保するため、大学院紹介動画を作成する。

〔〇：準備、◎：実施〕
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３ 数値目標の達成状況 

指  標  名 R３ R４ R５ R６ R７ R８ 合計 備   考 

Ⅰ(1) 教育に関する目標                   

  看護師国家試験合格率（％） 
目標値 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  - 

  
実績値 99.0 99.0 98.1 100.0   - 

  保健師国家試験合格率（％） 
目標値 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  - 

  
実績値 96.0 98.0 99.0 100.0   - 

  助産師国家試験合格率（％） 
目標値 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  - 

  
実績値 100.0 90.9 100.0 100.0   - 

  看護師国家試験合格者数（人） 
目標値 95  95  95  95  95  95  - 

  
実績値 98 98 101 96   - 

 保健師国家試験合格者数（人） 
目標値 95  95  95  95  95  95  - 

  
実績値 95 97 102 96   - 

  助産師国家試験合格者数（人） 
目標値 10  10  10  10  10  10  - 

  
実績値 10 10 10 10   - 

  県内就職率（％） 
目標値 55.0  55.0  55.0  55.0  55.0  55.0  - 

県内への看護職就職者数／就職者数 
実績値 62.5 56.6 57.4 54.3   - 

  修士学位取得者数（人） 
目標値 8  8  8  8  8  8  - 

研究科での学位取得者数 
実績値 12 10 3 7   - 

Ⅰ(2) 研究に関する目標                 

  競争的研究資金申請率（％） 
目標値 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  - 

申請（継続含む）教員数／在職教員数 
実績値 97.8 100.0 100.0 100.0   - 

  外部研究資金採択率（率） 
目標値 50.0  50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 - 

科学研究費補助金等の外部研究資金の採択率 
実績値 50.0 59.2 56.9 58.2   - 

Ⅱ 社会・地域貢献に関する目標                 

  看護職者を対象とした講座等の開催数（回） 
目標値 100  100 100 100 100 100 - 

看護職者を対象とした専門講座等を開催した数 
実績値 123 130 175 145   - 

  県民向け講座等の開催数（回） 
目標値 96  96 96 96 96 96 - 

県民が参加可能な講座等を開催した数 
実績値 97 131 126 133   - 

  
学術研究団体等のさまざまな主体の活動

に参画した数（人） 

目標値 48 48 48 48 48 48 - 県内外の学術研究団体の役員や行政等の審議会委

員等に就任した教員の延べ人数 実績値 58 63 66 64   - 

Ⅲ 大学運営に係る環境整備に関する目標                  

  学生アンケートによる学生の満足度（％） 
目標値 80.0  80.0  80.0  80.0  80.0  80.0  - 学生アンケートによる大学生活の支援に対する満足

度 実績値 97.1 96.3 97.8 97.7   - 
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指  標  名 R３ R４ R５ R６ R７ R８ 合計 備 考 

Ⅳ 的確な業務運営の実施および業務改善に関する目標 

中期目標期間中の改善事例件数（件） 
目標値 - - - - - - 10 中期目標期間中に学生や教職員から要望を受け改

善に取り組んだ事例の総数 実績値 3 2 3 2 - 

Ⅴ 財務内容の改善に関する目標 

中期目標期間中の法人の自己収入額 

（千円） 

目標値 - - - - - - 143,000 中期目標期間中の授業料、入学料を除く自己収入の

総額 実績値 34,872 50,006 46,077 38,014 

Ⅵ 大学教育の質保証および情報の公開・発信に関する目標 

自己点検・評価結果に基づく改善率（％） 
目標値 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 

前年度の課題の解決に向けての取組の実施割合 
実績値 100.0 100.0 100.0 100.0 - 

自己点検・評価の実施状況（回） 
目標値 1 1 1 1 1 1 - 

自己点検・評価の実施回数 
実績値 2 1 1 1 - 
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